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晩
秋
の
候
、
町
民
の
皆
様
方
に
は
、
益
々
ご
健
勝
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
こ
と
去
る
９
月
の
議
会
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
議
員
各
位
の
ご
推
挙
に
よ

り
、
議
会
議
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
身
に
余
る
光
栄
と
共
に
、
そ
の
重
責
に
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
山
町
政
二
期
目
が
ス
タ
ー
ト
を
し
、
こ
の
先
厳
し
い
財
政
の
中
、
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
大
き
な
事
業
が
山
積
み
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
執
行
に
あ
た
り
、
私
た
ち
議
会

に
与
え
ら
れ
た
職
責
を
十
二
分
に
発
揮
し
、
今
後
の
行
政
運
営
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
、

町
民
の
幸
せ
を
第
一
と
考
え
、
か
つ
て
の
上
郡
の
中
心
地
で
あ
っ
た
頃
の
よ
う
に
、
松
田

町
に
元
気
と
活
気
を
取
り
戻
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
議
員
一

同
、
一
丸
と
な
り
ま
し
て
尽
力
し
て
参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
舵
取
り
が
私
に
課

せ
ら
れ
た
職
責
で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

町
民
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
と
も
議
会
に
対
し
ま
し
て
、
ご
支
援
、
ご

鞭
撻
の
程
、
切
に
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
議
長
就
任
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

議
長
就
任
の
あ
い
さ
つ

議
長
選
挙
の
結
果

当　

選　

中
野　
　

博　

７
票

齋
藤　
　

永　

５
票

副
議
長
選
挙
の
結
果

当　

選　

田
代　
　

実　

７
票

飯
田　
　

一　

５
票

　

定
例
会
最
終
日
の
９
月
20
日
に
、
議
長
選
挙
が

行
わ
れ
、
新
し
い
議
長
に
中
野
博
議
員
が
選
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
副
議
長
選
挙
が
行
わ
れ
、
新
し
い

副
議
長
に
田
代
実
議
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

正
・
副
議
長
の
任
期
は
、
当
町
で
は
慣
例
で
２

年
と
な
っ
て
い
ま
す
。
正
・
副
議
長
選
挙
は
、
開

か
れ
た
議
会
を
目
指
し
、
議
会
全
員
協
議
会
を
公

開
し
、
平
成
27
年
に
続
き
２
回
目
の
立
候
補
制
を

と
り
所
信
表
明
を
行
い
、
本
議
会
で
議
員
の
投
票

に
よ
る
選
挙
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

正
・
副
議
長
選
挙
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。 正

・
副
議
長
選
挙
の
結
果

平成29年

第3回定例会
会期　9月13日（水）〜20日（水）

9/13 陳情（１件）
一般質問
　南雲議員・平野議員� （Ｐ８）
　大舘議員� （Ｐ９）

9/14 議案審議等
　�承認１件（専決処分）、議案10
件（条例新設・条例改正・補正予
算）、委員会４件（陳情・条例改
正）

9/15 議案審議等
　�認定９件、特別委員会（条例１
件）

9/19 特別委員会
　（決算１件）

9/20 議案審議等
　�委員会報告３件（決算・陳情・条
例改正）、認定８件（決算）、発議
１件、報告２件、同意１件（監査
委員）、選挙２件（正・副議長）、
各種委員会委員選出などが行
われ、閉会しました。

議　

長　

中
野　
　

博

副
議
長　

田
代　
　

実
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◎
は
委
員
長
、
○
は
副
委
員
長

【
議
会
広
報
広
聴
常
任
委
員
会
】

　

◎
平
野
由
里
子

　

○
飯
田　
　

一

　
　

中
野　
　

博

　
　

小
澤　

啓
司

　
　

齋
藤　
　

永

　
　

大
舘　

秀
孝

【
議
会
運
営
委
員
会
】

　

◎
井
上　

栄
一

　

○
石
内　
　

浩

　
　

田
代　
　

実

　
　

南
雲
ま
さ
子

　
　

利
根
川　

茂

　
　

鈴
木　

眞
德

【
足
柄
上
衛
生
組
合
議
員
】

　
　

中
野　
　

博

　
　

飯
田　
　

一

【
足
柄
東
部
清
掃
組
合
議
員
】

　
　

中
野　
　

博

　
　

平
野
由
里
子

　
　

南
雲
ま
さ
子

【
表
彰
審
査
会
】

　
　

中
野　
　

博

【
都
市
計
画
審
議
会
】

　
　

中
野　
　

博

　
　

石
内　
　

浩

【
民
生
委
員
推
薦
会
】

　
　

中
野　
　

博

【
社
会
福
祉
協
議
会
理
事
】

　
　

中
野　
　

博

　
　

齋
藤　
　

永

【
社
会
福
祉
協
議
会
評
議
員
】 

　
　

南
雲
ま
さ
子

【
足
柄
上
地
区
広
域
行
政
協
議
会
】

　
　

中
野　
　

博

　
　

大
舘　

秀
孝

【
神
奈
川
県
西
部
広
域
消
防
運
営

協
議
会
】

　
　

中
野　
　

博

　
　

田
代　
　

実

【
議
会
選
出
の
監
査
委
員
】

　
　

鈴
木　

眞
德

【
新
東
名
高
速
道
路
事
業
対
策
委

員
会
委
員
】

　
　

飯
田　
　

一

　
　

大
舘　

秀
孝

【
地
域
福
祉
計
画
策
定
委
員
会
委
員
】

　
　

井
上　

栄
一

【
介
護
保
険
事
業
計
画
等
策
定
委

員
会
委
員
】

　
　

利
根
川　

茂

そ の 他 の 役 職

議会の新しい役職表 （平成29年9月20日選出）

産業厚生常任委員会

委員長
大舘　秀孝

副委員長
南雲　まさ子

委　員
齋藤　永

委　員
井上　栄一

委　員
石内　浩

委　員
小澤　啓司

総務文教常任委員会

委　員
飯田　一

委　員
中野　博

委　員
鈴木　眞德

委　員
田代　実

副委員長
平野　由里子

委員長
利根川　茂
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町
の
ふ
る
さ
と
寄
附
金

は
、
平
成
27
年
・
28
年
は

７
千
万
円
台
で
推
移
し
て
い

て
良
い
こ
と
と
思
う
が
、
全

国
的
に
見
直
し
が
進
ん
で
い

る
中
、
今
後
ど
う
な
る
の
か
。

（
政
策
推
進
課
）

　

国
か
ら
今
年
度
４
月
に
通

知
が
あ
り
、
「
町
内
で
町
民

が
自
分
の
町
に
寄
附
す
る
行

平成28年度
9会計の決算を認定
歳　　入　79億2240万円
歳　　出　73億9681万円
差引残額　 5億2559万円

　

本
会
議
３
日
目
の
９
月
15
日
、
町
長
よ
り
平
成
28
年
度
の
一
般
会
計
及
び
８
特
別
会
計

の
歳
入
歳
出
決
算
が
一
括
上
程
さ
れ
、
代
表
監
査
委
員
の
審
査
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
は
、
歳
入
43
億
６
４
８
０
万
円
（
前
年
度
比
１
・
６
％
増
）
に
対
し
、
歳

出
41
億
２
６
９
万
円
（
前
年
度
比
２
・
５
％
増
）
で
、
差
引
額
は
２
億
６
２
１
１
万
円

と
な
り
、
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
８
特
別
会
計
の
総
額
は
、
歳
入

35
億
５
７
６
１
万
円
（
前
年
度
比
１
・
９
％
減
）
に
対
し
、
歳
出
32
億
９
４
１
３
万
円

（
前
年
度
比
５
・
４
％
減
）
で
、
差
引
額
は
２
億
６
３
４
８
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

９
月
19
日
に
は
、
議
員
全
員
（
議
長
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）
に
よ
る
一
般
会
計
決
算
審
査

特
別
委
員
会
を
開
催
し
、
町
長
・
副
町
長
・
教
育
長
以
下
、
参
事
・
課
長
か
ら
係
長
職
の

職
員
が
出
席
し
て
、
詳
細
に
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
一
般
会
計
決
算
審
査
特
別
委
員
会
の
主
な
審
査
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す

が
、
こ
の
ほ
か
の
議
案
等
の
審
議
結
果
は
、
６
、
７
、
９
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

為
は
、
本
来
趣
旨
が
違
う
の

で
改
め
る
よ
う
に
」
、
「
返

礼
品
の
率
も
３
割
」
と
非
常

に
厳
し
く
定
め
ら
れ
、
秋
を

目
途
に
見
直
し
を
す
る
動
き

が
あ
る
。

ふ
る
さ
と
寄
附
金
で
す

が
、
例
え
ば
、
松
田
小
学
校

を
木
造
建
設
で
や
り
ま
す
。

小
学
校
の
建
設
基
金
に
使
わ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
れ
ば
、

こ
れ
に
賛
同
す
る
全
国
の
方

か
ら
寄
附
金
が
集
ま
る
の
で

は
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

（
政
策
推
進
課
）

　

そ
れ
は
必
要
な
こ
と
だ
と

考
え
ま
す
。
準
備
が
整
い
次

第
、
松
田
小
学
校
建
替
え
で

や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い

る
。

寄
一
番
地
（
湯
の
沢
地

区
）
の
町
有
地
の
土
地
の
活

町
税
が
減
っ
て
い
る
中

で
、
収
入
未
済
額
が
５
千
万

円
近
く
あ
る
が
、
そ
の
解
消

に
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
れ
る

の
か
。（

税
務
課
）

　

平
成
28
年
度
の
実
績
で
は
、

預
貯
金
21
件
、
不
動
産
２
件
、

生
命
保
険
１
件
、
給
与
・
年

金
５
件
な
ど
差
押
え
を
し
て

５
３
４
万
円
ほ
ど
の
収
入
を

得
た
。
ま
た
、
不
動
産
の
公

売
も
今
後
進
め
て
い
く
。

用
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。

（
定
住
少
子
化
担
当
室
）

　

こ
の
土
地
は
、
１
・
３
ha

ほ
ど
の
土
地
で
す
。
地
元
か

ら
の
要
望
や
民
間
業
者
６
者

か
ら
の
提
案
も
あ
り
ま
す
。

10
月
を
目
途
に
具
体
的
に
進

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

町
有
財
産
評
価
の
見
直

し
は
進
ん
で
い
る
の
か
。

（
総
務
課
）

　

平
成
30
年
３
月
の
公
会
計

制
度
移
行
に
向
け
て
、
減
価

償
却
を
導
入
し
、
貸
借
対
照

表
を
作
成
す
る
。

新
松
田
駅
周
辺
地
域
ま

ち
づ
く
り
基
本
構
想
策
定
委

託
は
、
平
成
28
年
度
か
ら
30

年
度
ま
で
と
な
っ
て
い
る
が
、

今
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て

い
る
の
か
。

（
ま
ち
づ
く
り
課
）

　

平
成
29
年
度
は
、
駅
周
辺

の
イ
メ
ー
ジ
図
を
何
点
か
提

示
し
、
協
議
会
で
協
議
を
し

て
い
る
。
現
在
、
バ
ス
乗

場
・
タ
ク
シ
ー
乗
場
・
広

場
・
道
路
等
の
施
設
の
配

置
・
規
模
・
面
積
等
を
検
討

し
、
基
本
構
想
を
作
成
し
て

い
る
。
多
く
の
方
に
整
備
に

つ
い
て
の
ご
意
見
を
伺
い
、

30
年
度
に
基
本
構
想
・
計
画

を
策
定
す
る
。
そ
の
後
、
実

施
設
計
を
し
、
工
事
に
着
手

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

足
柄
上
地
区
の
地
下
水

の
保
全
関
係
負
担
金
が
４
年

ぐ
ら
い
あ
る
が
、
い
つ
ま
で

続
く
の
か
。

（
政
策
推
進
課
）

　

平
成
19
年
度
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
20
年
間
の
大
綱
を
定
め

て
い
る
。
県
の
水
源
環
境
保

全
の
交
付
金
を
歳
入
し
て
い

る
。
国
が
森
林
環
境
税
を
創

出
し
た
場
合
、
県
の
水
源
環

境
税
と
重
複
す
る
の
で
、
今

後
、
注
視
し
て
い
き
た
い
。

政 

策
・
方 

針 

関 

係

収 

支
・
財 

政 

関 

係

一
般
会
計
予
算
の
主
な
質
疑

新松田駅北口駅前広場
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平成28年度 会計別決算の状況
9会計の歳入決算額 ⇒ 79億2240万円　前年比 △0.004％

ド
ッ
グ
ラ
ン
の
建
物
と

ド
ッ
グ
プ
ー
ル
等
の
外
構
工

事
を
普
通
建
設
事
業
に
入
れ

て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い

の
か
。（

政
策
推
進
課
）

　

国
の
補
助
金
の
条
件
等
が

あ
っ
た
関
係
で
、
補
正
予
算

編
成
時
に
、
ま
だ
工
事
請
負

費
が
い
く
ら
に
な
る
の
か
等
、

見
え
て
い
な
か
っ
た
段
階
で

し
た
の
で
、
委
託
料
と
し
た
。

29
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、

そ
の
辺
の
反
省
に
立
っ
て
投

資
的
事
業
と
し
て
編
成
を
し

中
学
校
の
合
併
で
、
寄

中
学
校
体
育
館
は
、
小
学
生

が
使
う
が
、
使
用
頻
度
は
下

が
る
の
で
、
ど
う
さ
れ
る
の

か
。

て
い
る
。

今
後
、
町
営
住
宅
の
建

設
・
小
学
校
の
建
設
・
新
松

田
駅
周
辺
の
整
備
に
入
っ
て

い
く
が
、
資
金
繰
り
や
財
政

の
手
当
は
ど
う
な
る
の
か
。

（
政
策
推
進
課
・
ま
ち

づ
く
り
課
）

　

町
営
住
宅
の
建
設
と
小
学

校
の
建
設
は
、
財
政
的
な
資

金
は
考
え
て
お
り
、
財
政
推

計
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

し
て
い
る
。
起
債
は
、
限
度

額
ま
で
行
か
な
い
の
で
、
大

丈
夫
と
考
え
て
い
る
。

（
教
育
課
）

　

体
育
館
は
、
使
用
す
る
団

体
が
あ
る
の
で
、
引
き
続
き

開
放
し
て
い
く
。

　

新
松
田
駅
周
辺
の
整
備
は
、

ま
だ
金
額
が
出
て
い
な
い
の

で
、
今
は
お
答
え
で
き
な
い

が
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
。

財
政
調
整
基
金
を
昨
年

よ
り
も
２
千
万
円
減
ら
し
て

い
る
。
将
来
展
望
を
見
た
限

り
非
常
に
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と

で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

（
政
策
推
進
課
）

　

２
千
万
円
積
み
立
て
る
予

定
で
し
た
が
、
数
字
が
ま
と

ま
ら
な
か
っ
た
の
で
、
積
み

立
て
が
で
き
な
か
っ
た
。
今

回
の
補
正
で
２
千
万
円
積
み

立
て
た
。
教
育
施
設
整
備
基

金
に
力
を
入
れ
て
、
５
千
万

円
積
み
立
て
て
い
る
。

一
般
財
源
を
今
後
確
保

し
て
い
く
策
を
ど
う
考
え
て

い
る
の
か
。

（
政
策
推
進
課
）

　

町
税
も
減
っ
て
い
る
た
め
、

自
主
財
源
を
探
す
必
要
が
あ

る
。
各
施
設
の
使
用
料
等
の

見
直
し
や
、
水
道
・
下
水
道

の
料
金
の
見
直
し
も
視
野
に

入
れ
て
い
く
。

地
籍
調
査
を
実
施
し
て

い
る
が
、
効
果
と
し
て
固
定

資
産
税
の
影
響
は
ど
の
く
ら

い
あ
る
の
か
。

（
ま
ち
づ
く
り
課
）

　

こ
の
事
業
は
、
４
分
の
３

が
補
助
金
で
賄
わ
れ
て
お

り
、
土
地
取
引
の
円
滑
化
や

課
税
の
適
正
化
に
よ
る
固
定

資
産
税
の
増
収
が
期
待
で
き

る
。
今
ま
で
に
事
業
を
行
っ

た
効
果
の
累
計
は
、
固
定
資

産
税
は
今
年
度
分
だ
け
で
も

４
百
万
円
か
ら
５
百
万
円
の

増
額
に
な
る
と
思
う
。

※１万円未満を四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

… 市町村が独自に調達できる財源　 ⇒町税、手数料、使用料、諸収入、分担金 他自主財源
… 国や県から交付される財源や借金　 ⇒地方交付税、国県支出金、町債 他依存財源

一般会計の歳入額
43億6480万円　前年度比＋1.6％
自主財源

21億9391万円
依存財源

21億7088万円

①国民健康保険事業特別会計　16億9152万円　　②介護保険事業特別会計　９億8328万円
③その他６会計の合計　　　　 8億8282万円

・下水道事業特別会計 　　　　３億3791万円　　　・上水道事業会計　　　２億5107万円
・後期高齢者医療特別会計 　　１億7086万円　　　・国保診療所事業特別会計　7289万円
・寄簡易水道事業特別会計 　　　　4338万円　　　・用地取得特別会計　　　　 671万円

特別会計・企業会計の歳入額
35億5761万円　前年度比△1.9％

① ② ③

教
　
育
　
関
　
係

一般会計決算審査特別委員会報告書（抜粋）

　歳入については一括、歳出については各款を単位とし
て、適切な執行がされたかを中心に審査を行いました。
　なお、今後は次のことについて、留意し執行されたい。
（1）歳入は、自主財源としての町税の増収を図り、今後
　の投資的事業の増大に鑑み財源確保に努められたい。
（2）財政計画を綿密に策定し、基金等の計画的な積立て
　を図られたい。
（3）新たに整備する籠場町営住宅と既存の町営住宅の統
　廃合を実施するとともに、土地の有効活用を図られたい。
（4）寄中学校の統合に伴い、その後の具体的な活性化策
　を早急に取り組まれたい。
（5）決算審査特別委員会で指摘された事項について、改
　善・研究し、今後の事業を実施されたい。
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Ｉ
Ｃ
Ｔ
事
業
で
、
か
な

り
タ
ブ
レ
ッ
ト
も
入
り
ま
し

た
が
、
成
果
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。

（
教
育
課
）

　

掲
示
板
機
能
・
写
真
機

能
・
Ｃ
ラ
ー
ニ
ン
グ
ソ
フ
ト

機
能
を
用
い
た
教
材
の
利
用

や
、
ア
ン
ケ
ー
ト
機
能
を
活

用
し
学
習
の
進
捗
状
況
な
ど

の
確
認
を
し
て
い
る
。
先
生

方
に
は
、
指
導
力
向
上
の
研

修
を
実
施
し
て
い
る
。
小
学

校
６
年
生
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
学
習
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
毎
年
、
授
業

で
の
使
用
回
数
が
増
え
て
い

る
。

タ
ブ
レ
ッ
ト
導
入
前
に

パ
ソ
コ
ン
教
育
を
さ
れ
て
い

た
が
、
そ
の
機
材
等
は
今
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
教
育
課
）

　

パ
ソ
コ
ン
教
育
は
、
現
在

も
各
学
年
で
実
施
し
て
い
る
。

次
期
学
習
指
導
要
領
の
必
須

項
目
と
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
も
あ
り
、
パ
ソ
コ
ン
の

必
要
性
が
増
し
て
い
く
た
め
、

引
き
続
き
利
用
し
て
い
く
。

寄
中
学
校
の
施
設
整
備

事
業
で
75
万
３
８
４
０
円
の

公
衆
Ｗ
ｉ
―
Ｆ
ｉ
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
は
、
ど
こ
に
設
置

さ
れ
た
の
か
。

（
政
策
推
進
課
）

　

役
場
・
ハ
ー
ブ
ガ
ー
デ

ン
・
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
・

町
民
文
化
セ
ン
タ
ー
・
寄
自

然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
・

松
田
幼
稚
園
・
寄
ロ
ウ
バ
イ

園
の
７
か
所
に
設
置
し
た
。

町
営
住
宅
跡
地
が
地
主

に
返
還
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、

町
と
し
て
対
応
は
ど
う
さ
れ

て
い
る
の
か
。

（
総
務
課
）

　

土
地
の
活
用
に
つ
い
て
、

地
主
さ
ん
よ
り
相
談
を
受
け

て
お
り
、
民
間
業
者
に
も
見

て
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
い

い
提
案
が
な
い
状
態
で
す
。

長
年
土
地
を
貸
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
の
で
、
誠
心
誠
意

対
応
し
て
い
く
。

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
状

況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
安
全
防
災
担
当
室
）

　

新
松
田
駅
前
と
店
屋
場
公

園
に
設
置
し
て
い
る
。
今
年

度
は
、
松
田
小
学
校
正
門
前

と
松
田
中
学
校
付
近
の
２
か

工
事
請
負
費
が
出
て
い
る
が
、

間
も
な
く
閉
校
に
な
る
学
校

に
何
を
整
備
し
た
の
か
。

（
教
育
課
）

　

寄
中
学
校
屋
内
運
動
場
の

脇
を
舗
装
工
事
し
た
。
こ
の

工
事
は
、
自
治
会
か
ら
の
要

望
で
、
避
難
す
る
と
き
に
車

椅
子
の
方
々
の
通
行
が
困
難

と
い
う
こ
と
で
、
段
差
解
消

の
た
め
に
工
事
を
し
た
。

所
を
予
定
し
て
い
る
。

地
方
創
生
の
交
付
金
が

１
０
０
％
充
当
さ
れ
て
有
害

獣
被
害
実
態
等
調
査
事
業
と

し
て
１
１
３
４
万
円
が
出
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
調
査
報
告

が
小
冊
子
１
冊
に
ま
と
め
ら

れ
、
猟
友
会
に
も
配
布
さ
れ

た
が
、
今
後
ど
の
よ
う
な
対

策
を
と
る
の
か
。

（
観
光
経
済
課
）

　

こ
の
調
査
報
告
を
も
と
に

捕
獲
の
推
進
を
お
願
い
す
る

意
図
で
、
猟
友
会
に
冊
子
を

お
渡
し
し
た
。
今
後
、
話
し

合
い
の
場
を
設
け
て
、
協
力

し
て
鳥
獣
被
害
を
削
減
す
る

方
針
を
考
え
る
。

ヤ
マ
ビ
ル
対
策
に
つ
い

て
検
討
す
る
よ
う
何
回
か
言

っ
て
い
る
。
ヤ
マ
ビ
ル
は
、

観
光
事
業
に
対
し
て
マ
イ
ナ

ス
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
が
、
来

年
度
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な

考
え
を
も
っ
て
い
る
の
か
。

（
観
光
経
済
課
）

　

広
域
的
に
連
携
し
て
、
県

補
助
金
を
増
額
で
き
る
よ
う
、

各
方
面
に
折
衝
し
て
い
く
。

移
動
販
売
事
業
も
１
年

経
過
し
、
３
８
０
万
円
の
赤

字
が
出
て
い
る
。
運
転
手
募

集
の
回
覧
が
出
さ
れ
、
事
業

が
行
き
詰
っ
て
い
る
よ
う
な

感
じ
を
受
け
る
。
募
集
条
件
、

不
足
分
に
対
す
る
手
当
を
考

え
て
い
る
の
か
。

（
観
光
経
済
課
）

　

急
な
募
集
で
あ
っ
た
た
め
、

募
集
条
件
は
変
え
て
い
ま
せ

ん
が
、
当
然
検
討
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
る
。

販
売
単
価
の
設
定
を
見
直
す

方
向
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

陳
情
第
２
号
「
薬
害
肝
炎

救
済
法
の
延
長
を
求
め
る
意

見
書
」
の
採
択
を
求
め
る
陳

情
、
議
案
第
30
号
「
松
田
町

公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
」
、
議
案
第
31
号

「
松
田
町
寄
自
然
休
養
村
管

理
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
」
、
議
案
第

32
号
「
松
田
町
寄
み
や
ま
運

動
広
場
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」
が
、
産
業
厚

生
常
任
委
員
会
へ
付
託
さ
れ

ま
し
た
。
陳
情
第
２
号
と
議

案
第
32
号
は
、
第
３
回
定
例

会
で
可
決
さ
れ
、
そ
の
他
は
、

継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

常
任
委
員
会
へ
の

付
　
託
　
案
　
件

松田小学校のパソコン教室

調査で撮影された猪の群

施  
設 
・ 

そ  

の  

他

議案第32号　 　 　　　
産業厚生常任委員会
報告書（抜粋）

　寄みやま運動広場の利用料金
を改定するため、観光経済課長
及び担当職員出席のもと、利用
状況や過去の収支状況、類似施
設や今後の収支状況、利用時間
の変更などを詳細に審査しまし
た。
　審査の結果、町内居住者と宿
泊者の利用料金が考慮されてい
るとともに、受益者負担の原則
に基づき改定されていることか
ら、経営の健全化が図られると
判断しました。



7

議 案 審 議 結 果 一 覧
第3回定例会（9月議会） ○…賛成　●…反対　可…可決　同…同意　認…認定　採…採択　除…除斥

議
案
等
番
号

議員名（議席順）
議案等

審
議
結
果

平
野
由
里
子

田
代　
　

実

井
上　

栄
一

南
雲
ま
さ
子

中
野　
　

博

飯
田　
　

一

利
根
川　

茂

小
澤　

啓
司

石
内　
　

浩

齋
藤　
　

永

鈴
木　

眞
德

大
舘　

秀
孝

承認 ２ 専決処分の承認を求めることについて（平成29年度松田町
上水道事業会計補正予算 （第１号）） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案29 松田町再生可能エネルギー等導入促進基金条例 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 松田町寄みやま運動広場の設置及び管理に関する条例の一
部を改正する条例 （産業厚生常任委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

33
松田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例及び松田町放課後児童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 平成29年度松田町一般会計補正予算 （第３号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35 平成29年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算 （第
１号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 平成29年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計補正予
算 （第１号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 平成29年度松田町介護保険事業特別会計補正予算 （第１号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 平成29年度松田町後期高齢者医療特別会計補正予算 （第１
号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定 1 平成28年度松田町一般会計歳入歳出決算の認定について 
（一般会計決算審査特別委員会報告） 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 平成28年度松田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
の認定について 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 平成28年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳
出決算の認定について 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 平成28年度松田町上水道事業会計利益の処
分及び決算の認定について

利益の処分 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
決算の認定 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 平成28年度松田町寄簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 平成28年度松田町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
について 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 平成28年度松田町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認
定について 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 平成28年度松田町用地取得特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 平成28年度松田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の
認定について 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

陳情 2 「薬害肝炎救済法の延長を求める意見書」の採択を求める陳
情 （産業厚生常任委員会報告） 採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議 1 薬害肝炎救済法の延長を求める意見書について 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同意10 監査委員の選任について 同 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 除 ○

※ 井上栄一議長（前議長）は、承認第2号から発議第1号までの採決には加わらない。
※ 中野博議長（現議長）は、同意第10号の採決には加わらない。
※ 除斥とは、地方自治法117条の規定により直接の利害関係のある議員は、その事件に関する議事に参与できない。
※ 議案第30号、議案第31号は、産業厚生常任委員会へ付託され継続審査となり、採決は行っていない。
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町長等の執行者に対して、町政全般の事務事業等の執行状況や政策方針などを聞くことが一般質問です。

　

昨
年
末
に
発
生
し
た
糸
魚

川
大
火
は
、
消
火
活
動
等
の

問
題
点
が
い
く
つ
か
浮
き
彫

り
に
な
り
、
全
国
の
自
治
体

で
は
、
そ
の
教
訓
を
ふ
ま
え
、

今
後
の
対
策
の
在
り
方
が
検

討
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
次
の
点
を
お
伺

い
し
ま
す
。

⑴　

糸
魚
川
大
火
に
つ
い
て
、

本
町
は
ど
の
よ
う
な
事
実
を

認
識
し
、
今
後
の
教
訓
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

⑵　

本
町
の
地
域
の
実
情
に

合
わ
せ
た
消
防
上
の
ハ
ー
ド

や
ソ
フ
ト
の
体
制
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
改
善
が
必
要
と

思
わ
れ
ま
す
か
。

⑶　

今
回
の
糸
魚
川
大
火
で
、

消
防
団
の
重
要
性
が
再
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
本
町
の
消
防

団
の
課
題
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

⑴　

教
訓
と
し
て
、
狭
隘
道

路
に
古
い
住
宅
が
密
集
し
、

一
斉
放
水
の
水
が
不
足
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
本
町
で
は
引
き
続
き
狭

隘
道
路
を
順
次
拡
幅
し
て
い

き
、
消
火
用
水
の
不
足
分
は
、

川
の
自
然
水
利
や
農
業
用
水

等
を
活
用
し
、
足
柄
上
地
区

１
市
５
町
の
消
防
相
互
応
援

協
定
な
ど
で
対
応
す
る
。

⑵　

消
防
団
員
の
安
全
対
策

と
し
て
、
耐
切
創
手
袋
や
防

塵
ゴ
ー
グ
ル
・
防
塵
マ
ス
ク

等
を
配
備
し
、
さ
ら
に
必
要

な
器
具
等
を
順
次
導
入
し
て

い
く
。
火
災
警
報
器
は
向
こ

う
５
年
間
で
設
置
率
百
％
を

目
標
と
す
る
。

⑶　

団
員
が
現
在
12
人
の
欠

員
と
な
っ
て
い
る
。
消
防
団

Ｏ
Ｂ
が
消
火
活
動
に
参
加
で

き
る
よ
う
に
検
討
し
、
仕
組

み
づ
く
り
を
し
て
い
く
。

　

町
民
の
生
き
生
き
と
し
た

暮
ら
し
の
た
め
、
ま
た
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
も
、

自
治
会
活
動
を
は
じ
め
と
す

る
住
民
活
動
の
充
実
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
次
の

こ
と
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

⑴　

自
治
会
活
動
の
担
い
手

の
先
細
り
が
予
想
さ
れ
ま
す

が
、
町
と
し
て
対
策
を
し
て

い
ま
す
か
。

⑵　

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、

町
外
か
ら
の
転
入
者
の
た
め

に
自
治
会
の
情
報
を
ど
の
よ

う
に
発
信
し
て
い
ま
す
か
。

⑶　

つ
な
が
り
合
っ
て
人
を

育
て
、
地
域
に
関
わ
っ
て
い

る
点
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
住
民
活
動
の
役
割
も
大
き

い
が
、
各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
、
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
団

体
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
道
祖
神
な
ど

の
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
提

供
で
き
ま
せ
ん
か
。

⑴　

自
治
会
長
連
絡
協
議
会

議
、
行
政
協
力
委
員
会
議
、

三
役
調
整
会
議
（
今
年
度
か

ら
年
２
回
開
催
）
な
ど
で
、

問
題
を
共
有
し
解
決
策
を
協

議
し
て
い
る
。
一
助
と
し
て
、

自
治
会
等
が
自
主
的
に
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
、
若
い
方
と

の
交
流
を
図
る
た
め
、
平
成

26
年
度
か
ら
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
交
付
金
助
成
事
業

を
設
け
て
い
る
。

⑵　

転
入
者
に
ア
ピ
ー
ル
で

き
る
よ
う
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
の
自
治
会
情
報
の
一
層

の
充
実
を
図
る
。
ま
た
、
若

い
方
が
見
や
す
い
よ
う
回
覧

板
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
に

つ
い
て
も
三
役
調
整
会
議
等

で
協
議
し
た
い
。

⑶　

そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
で
情

報
を
把
握
し
発
信
し
て
い
る

が
、
住
民
活
動
の
入
口
と
し

て
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
ま

と
め
た
情
報
発
信
に
務
め
る
。

平
成
22
年
度
に
発
行
し
、
全

戸
配
布
し
た
『
は
じ
め
の
一

歩
』
の
デ
ー
タ
を
更
新
し
、

各
団
体
と
調
整
し
て
可
能
な

ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
し

て
い
く
。

火災対策を
さらに強固に

回答（町長）

質
問
者

　

南
雲  

ま
さ
子　

議
員

本
町
の
火
災
対
策
に
つ
い
て
問
う

質
問
者

　

平
野  

由
里
子　

議
員

さ
ま
ざ
ま
な
住
民
活
動
の

活
性
化
の
た
め
に

自治会・住民
活動の活性化
のために
回答
（町長・教育長）
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国
の
地
方
創
生
関
連
交
付

金
で
、
寄
ド
ッ
グ
ラ
ン
の
リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
並
び
に
有
害

獣
被
害
等
実
態
調
査
業
務
を

執
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
過
日
、

寄
七
つ
星
カ
フ
ェ
等
で
事
業

説
明
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

内
容
に
つ
い
て
、
次
の
２

点
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

⑴　

ド
ッ
グ
ラ
ン
整
備
事
業

の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て

⑵　

有
害
獣
被
害
等
実
態
調

査
の
成
果
を
基
に
し
た
、
こ

れ
か
ら
の
課
題
の
取
り
組
み

等
に
つ
い
て

⑴　

寄
ド
ッ
グ
ラ
ン
を
起
点

と
し
、
寄
地
区
全
体
の
雇
用

創
出
や
産
業
振
興
を
通
じ
た

賑
わ
い
の
創
出
（
Ｙ
Ｈ
Ｖ
事

業
）
を
行
う
た
め
、
地
方
創

生
加
速
化
交
付
金
を
活
用
し
、

総
額
６
５
４
４
万
８
千
円
の

事
業
を
実
施
し
た
。

　

ハ
ー
ド
事
業
に
３
２
１
９

万
１
千
円
を
充
て
、
ド
ッ
グ

ラ
ン
の
芝
生
の
張
り
替
え
、

屋
根
付
の
ド
ッ
グ
ラ
ン
、
ド

ッ
グ
プ
ー
ル
の
整
備
、
シ
ャ

ワ
ー
棟
の
改
修
と
ブ
ロ
ワ
ー

２
基
の
新
設
を
し
た
。
寄
七

つ
星
カ
フ
ェ
の
厨
房
施
設
、

食
事
ス
ペ
ー
ス
、
男
女
ト
イ

レ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
、
受
付

施
設
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
ス

ペ
ー
ス
等
の
整
備
、
や
ま
び

こ
館
の
デ
ッ
キ
を
整
備
し
た
。

　

ソ
フ
ト
事
業
に
３
３
２
５

万
７
千
円
を
充
て
、
Ｙ
Ｈ
Ｖ

推
進
協
議
会
を
立
ち
上
げ
て

事
業
内
容
の
協
議
・
検
討
、

ド
ッ
グ
ラ
ン
等
で
実
施
す
る

講
座
や
教
室
の
開
催
、
「
寄

七
つ
星
ド
ッ
グ
ラ
ン
」
へ
の

名
称
改
称
と
ロ
ゴ
の
作
成
、

人
財
育
成
等
を
実
施
し
た
。

⑵　

農
地
の
被
害
状
況
や
有

害
獣
捕
獲
に
よ
る
実
態
調
査

の
実
施
、
捕
獲
担
い
手
不
足

や
ハ
ン
タ
ー
育
成
に
向
け
た

後
継
者
対
策
、
広
域
防
護
柵

の
現
況
調
査
と
修
繕
計
画
の

策
定
、
ジ
ビ
エ
と
し
て
の
事

業
性
の
検
討
な
ど
、
町
と
農

業
委
員
会
、
猟
友
会
、
Ｊ
Ａ

西
湘
、
農
家
等
と
連
携
強
化

を
図
っ
て
い
く
。

寄地区の雇用、
産業振興と賑
わいを創出
回答（町長）

質
問
者

　

大
舘　

秀
孝　

議
員

国
の
補
助
事
業
に
つ
い
て
問
う

整備された寄七つ星カフェ

陳情第2号　  　　　　　　　　
産業厚生常任委員会報告書
　　　　　　　　　（抜粋）
　参事兼町民課長、子育て健康課
長及び担当職員出席のもと、薬害
肝炎の実態や意見を聞き、意見書
を提出する必要性について審査し
ました。
　審査の結果、平成21年に肝炎
対策のための基本法の制定を求め
る意見書を当町としても提出して
いること及び特定フィブリノゲン
製剤等によるC型肝炎感染者数は
1万人以上と推定されており、ま
だ多くの被害者が救済されないま
まになっています。厚生労働省で
は、各医療機関に残存するカルテ
等の調査を促しているが、救済法
の請求期限である平成30年1月
15日までに調査及び請求を完了
できる見込みが立っていません。
　人道的観点から「薬害肝炎救済
法の延長を求める意見書」の採択
を求める陳情を採択すべきものと
判断しました。

薬害肝炎救済法の延長を求める意見書
　特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感
染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法（平成20年法
律第２号。以下「救済法」という。）が、平成20年1月11日に参議院本会議の
全会一致で可決成立し、同月16日に公布施行されてから早10年が経過しよ
うとしている。
　この間、本邦における薬害肝炎の被害者のうち2278人（厚労省発表平成
29年4月末時点）が救済法による救済を受けてきた。しかしながら、特定フィ
ブリノゲン製剤等によるＣ型肝炎感染者数は1万人以上（企業推計、ただし、
1980年代以降）と推定されており、未だに多くの被害者が救済されないま
まとなっている。
　厚生労働省は、各医療機関に残存するカルテ等の調査を促しているが、カル
テ等の調査が実施されていない医療機関がまだ多く存在する。また、現実にカ
ルテ等の確認作業や調査に取り組んでいる医療機関も全国に複数存在するが、
救済法の請求期限である平成30年1月15日までに調査及び請求を完了で
きる見込みは立っていない。
　救済法前文に明記されているとおり「我らは、人道的観点から、早急に感染
被害者の方々を投与の時期を問わず一律に救済しなければならないと考える。」
との理念に鑑みれば、附則第３条「給付金等の救済期限については、この法律
の施行後における給付金等の支給の請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が
加えられるものとする。」との規定にしたがって、救済法の請求期限を延長す
べきである。
　また、症状悪化の場合の請求期限の撤廃（救済法第７条、同第９条）について
も、救済法の対象とすべきである。
　よって、国におかれては、薬害肝炎問題の全面解決に向け、薬害被害者が安
心して暮らせるように法改正を進めるよう強く要望するものである。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年9月20日
 神奈川県足柄上郡松田町議会　
衆議院議長・参議院議長
内閣総理大臣・厚生労働大臣　　殿
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第1回、第2回臨時会

議 案 審 議 結 果 一 覧
第1回臨時会（10月5日） ○…賛成　●…反対　可…可決　否…否決
議
案
等
番
号

議員名（議席順）
議案等

審
議
結
果

平
野
由
里
子

田
代　
　

実

井
上　

栄
一

南
雲
ま
さ
子

飯
田　
　

一

利
根
川　

茂

小
澤　

啓
司

石
内　
　

浩

齋
藤　
　

永

鈴
木　

眞
德

大
舘　

秀
孝

承認 3 専決処分の承認を求めることについて （平成29年度松田町
一般会計補正予算（第4号）） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案30 松田町公園条例の一部を改正する条例 （産業厚
生常任委員会報告）

1回目 可 ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○
2回目 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 平成29年度松田町一般会計補正予算 （第５号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2回臨時会（10月18日）
議案31 松田町寄自然休養村管理センターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例 （産業厚生常任委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 物品購入契約の締結について （松田町民文化センター複合拠
点整備事業舞台用備品購入（繰越明許）） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

41 松田町住宅整備事業の事業契約の締結について （住宅整備事
業契約審査特別委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

42 平成29年度松田町一般会計補正予算 （第６号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 中野博議長は、採決に加わらない。
※  第１回臨時会の議案第30号は、修正案審議のため採決を2回行った。1回目は修正案について、2回目は修正案を除く原案

（町長提案）についての採決を行った。

議案第30号 松田町公園条例の一部を改正する条例
産業厚生常任委員会報告書（抜粋）

　観光経済課長及び担当職員出席のもと、過去の収支状
況や今後の収支計画、上限料金設定の根拠などを詳細に
審査しました。
　審査の結果、来客者の立場や来客数を確保すること
を考慮し、一気に3倍（1,500円）の上限設定ではな
く、2倍（1,000円）を上限設定とし、今後、指定管
理者の企業努力を求められたい。
　よって、原案の一部を修正すべきと結論に達しました。

議案第41号 松田町住宅整備事業の事業契約の締結について
松田町住宅整備事業契約審査特別委員会報告書（抜粋）
　町長、副町長、教育長、参事、担当課長及び関係職員
出席のもと、松田町住宅整備事業の事業契約の内容の審
査をしました。
　この住宅整備事業契約は、ＰＦＩ方式のメリットを活
かし、約11億円の施設が30年間で約5,100万円（年
約170万円）の投資により町の財産になります。これ
は、従来の方式に比べ画期的な方式です。何もしないリ
スクは人口減少となり、消滅可能性都市にならないよう
一歩踏み出したこの事業は、町の活性化に寄与します。
　小学校建替事業を優先すべきとの意見もありました
が、子育て支援住宅の建設により児童の増加が見込ま
れ、この2事業を並行して進める意義があります。
　また、この事業により、町営住宅の借地返還を促進す
ることができると共に土地の有効活用が図られ、年約
170万円の負担で低所得者住宅の福祉施策も推進でき
ます。
　入居率90％でのシミュレーションが提示されたが、
100％を目指すよう努力されたい。

　第1回臨時会は10月5日（木）、第2回臨時会は10
月18日（水）に開催され、概要は次のとおりです。

議案第31号 松田町寄自然休養村管理センターの
設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
産業厚生常任委員会報告書（抜粋）

　観光経済課長及び担当職員出席のもと、利用状況や
過去の収支状況、類似施設との比較、今後の収支計画
及び現地調査を実施し詳細に審査しました。
　審査の結果、今後の維持管理を含め施設を運営する
にあたり、自立できる経営とするため、料金改定は必
要なものと判断しました。
　なお、次の項目について、強く申し入れをして原案
のとおり賛成することとしました。
（1）料金改定に際し、老朽化した施設の改修や修繕の
　実施を検討すること。
（2）条例の宿泊料金は、利用者数により計算して求め
　るものであるため、わかりやすい表にして周知し、
　早急に1人当りの料金設定にするよう検討するこ
　と。
（3）夏場の団体客は多いが、四季を通じて宿泊しても
　らうためには、個人客を対象にした施策を検討する
　こと。
（4）宿泊料金は上限設定のため、料金改定の際は施設
　の整備状況を判断して慎重に対応すること。
（5）寄ヒーリングヴィレッジ事業の各拠点施設との連
　携及びホームページやパンフレット等を充実させる
　など広報活動を積極的に行い、施設利用者の拡大を
　図ること。
（6）指定管理を行う際は、業務内容や収支計画につい
　て十分精査し、自立できる施設となるよう指導し、
　指定管理委託料を削減されたい。
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松 田 町 議 会 基 本 条 例（ 素 案 ）
町民の皆さまのご意見をお寄せください

　議会では、「松田町議会基本条例」の策定に向けて、議会基本条例制定委員会を設置し、検討
を進めています。この度、条例の素案がまとまりましたので、町民の皆さまのご意見を条例に反
映させるため、パブリックコメントを実施いたします。
１. 素案の解説・　　平成29年12月1日（金）より議会事務局（役場４階）または、ホームページ
　 閲　覧　 等　　（https://town.matsuda.kanagawa. jp/site/gikai/）で公開
２. 募 集 期 間　　平成29年12月1日（金）～平成29年12月27日（水）

３. ご意見の提出　　書面の持参（８時30分～17時15分（土・日曜日を除く））
　　　　　　　　　 ・郵送・FAX・電子メールでお送りください。

４. 提出・問合せ　　〒２５８－８５８５　松田町松田惣領２０３７　松田町役場議会事務局　宛
　　　　　　　　　 ＴＥＬ ０４６５-８４-１３３５　ＦＡＸ ０４６５-４４-４６８７
　　　　　　　　　 電子メール　gikai@town.matsuda.kanagawa. jp

松田町議会基本条例（素案）

　松田町議会が目指すもの

　松田町議会（以下「議会」という。）は、地方自治

法（昭和22年法律第６７号。以下「法」という。）の

下、松田町民（以下「町民」という。）による直接選

挙で選出された議員（以下「議員」という。）によっ

て構成される。

　議会は、二元代表制の片翼を担う機関であり、町

民福祉の向上を目指すため町長その他執行機関（以

下「町長等」という。）を監視・評価し政策提言を行

い、町民参加を保障し、議員個々の資質の向上を図っ

ていかなければならない。

　また、町長等との持続的な緊張関係を保ち、議会の

透明性と公平性を確保し、町民が期待と信頼のもてる

議会活動を進めるために、この条例を制定する。

　（目的）

第 １条　この条例は、「公開された議会」、「行動する

議会」を基本に議会及び議員活動の活発化を目指

し、議会運営や議会・議員の活動内容の明確化を図

ることを目的とする。

　（最高規範）

第 ２条　この条例は、議会運営における最高規範であ

り、議会の条例・規程等を設置する場合は、この条

例を遵守しなければならない。

　（議会の責務）

第 ３条　議会は、議決機関として町長から提出される

予算・決算・政策の監視と評価を行う責務があるこ

とを自覚し、日々の調査研究を通じて政策立案・提

言を行うものとする。

　（議会の活動）

第 ４条　議会は、透明性・公平性を基とし、町民に常

に開かれた議会を目指し、町民参加と町民からの意

見・提言を受けるため、議会報告会・意見交換会等

を行い、広報広聴活動を重視するものとする。

　（議会の議決事項）

第 ５条　法第９６条第２項に規定する議決事項について

は、町政における重要な計画等に議会としての参画

と責任を果たすために、次のとおり定める。

　⑴総合計画基本構想、基本計画

　⑵その他議会が議決を必要と判断した事項

　（議員の活動）

第 ６条　議員は、議会が言論の府であり合意形成の場

であるため、議員間討議を重視し常に研鑽に努め、

自由意思を重んじ政策の提起をできるよう、心がけ

なければならない。

　（議会と町民との関係）

第 ７条　議会は、議員活動・審議内容等、常に町民に

明らかにするため、報道機関・情報伝達等を活用

し、町民に対する説明責任を負うものとする。

　（陳情・請願権の保障）

第 ８条　町民等からの陳情・請願権を保障し、参考人

として議会の本会議・委員会等において、その趣旨

を聴取する機会を設けることができる。

　（議会と町長等との関係）

第 ９条　議会の本会議・委員会等での町長等との質疑

については、論点を明確化し議会の監視機能強化

と、政策・提言の向上に努めなければならない。

　（災害時の対応）

第 １０条　議員は、災害が発生した場合、議会機能を維

持し迅速な対応をとり、町民の生命と財産を守るた

めに、町長等及び町民とともに災害時の活動に努め

なければならない。

　（見直し手続）

第 １１条　議会は、この条例の改正が必要になった場

合、必要な措置を講じなければならない。

松田町議会の
QRコード
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自然豊かな寄の魅力の虜になり移住生活
(株)DASI 代表取締役、猟師　御

み

簾
す

納
の

　聖子（田代在住）

※「住みやすい町を目指して」活動されている方や団体が、このコーナーに掲載を希望される場合は下記までご連絡ください。
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皆さんの傍聴をお待ちしております!　第４回定例会は12月5日(火)
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　寄・移住生活
　東京で出会ったハンターに連れてきていただ
き、寄を知ったのが3年ほど前になります。狩
猟免許と銃砲所持許可を取ったばかりの新米猟
師を、寄猟友会の方々が暖か
く迎え入れてくださいました。
狩猟のために何度か訪れてい
るうちに自然豊かな寄の魅力
の虜になってしまい、東京か
ら寄に移住して早２年が経と
うとしています。
　寄の魅力
　丹沢山塊の麓にひっそりと、
隠れ里のような桃源郷のよう
な……。いたる所にサラサラ
と美しい水が流れる寄は、た
くさんの人に知ってもらいた
い、でも秘密にしておきたい、
そんな場所です。
　ちょっと買い物というには
不便な土地ですが、都心まで
約１時間半なのは都内で仕事
がある際に便利ですし、山があり川が流れ、海
もすぐそこなのはアウトドア好きにはたまらな
い立地です。
　なにより四季折々の自然を身近に感じること
ができる生活は何ものにも代え難く、移住して
きて良かったと心から思っています。

　これからの狩猟
　私が移住するきっかけとなった「狩猟」は残酷
であり、過酷であり、時に自らも生命の危機にさ
らされます。凍えるような冬の山の中でジッと

獲物を待つことは、普段の生活
では全く経験することの無い
緊張を感じさせてくれ、獲物を
撃ち、運び、捌き、食べる行為か
らは「生きる」とはどういうこ
となのか考えさせられます。猟
が終わり、仲間と共にその日を
振り返りながら囲む食卓は格
別です。
　昔は趣味やスポーツとして
親しまれてきた狩猟ですが、今
では環境保全や野生動物管理
に必要不可欠なものとなって
います。現在、私は映像制作や
デザインを生業としています
が、獲ったシカやイノシシを無
駄なく活用できるような事業
も進めたいと考えています。

　また、全国的に深刻な問題となっている、野生
動物がもたらす農林業被害や猟師不足を少しで
も解消できるよう様々な活動も計画しています。
寄の豊かな自然を守り野生動物と共生できるよう、
松田町の皆さんが狩猟や里山保全に少しでも関
心を持ってくださると嬉しいと思っております。

山中で獲物を待つ筆者の御簾納さん


